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（１）緑の基本計画とは 

『緑の基本計画』とは、都市緑地法第４条に規定された「市町村の緑地の保全及び緑

化の推進に関する基本計画」のことであり、緑地の保全から公園・緑地の整備、その他

の公共公益施設及び民有地の緑化の推進まで、将来のあるべき姿とそれを実現するため

の施策を示した緑のまちづくりの指針となるものです。 

 

 

（２）緑の基本計画の位置づけ 

緑の基本計画は、本市のまちづくりの基本指針である「能代市総合計画」に整合し、

「能代市都市計画マスタープラン」に適合するとともに、「能代市環境基本計画」と調

和が図られた、能代市における緑のまちづくりに関する総合的な計画として位置づけら

れます。 

そのため、緑の基本計画は、関連計画や法制度の変更によって各種計画間で調整が必

要となった場合や、時代の変化等によって緑の施策等に変更が必要となった場合には、

適宜見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）対象とする緑 

緑の基本計画で対象とする『緑』は、樹木や草花などの植物のみを意味するのではな

く、それらを含む周辺の土地や空間をも意味しています。即ち、個人庭園の草花や街路

樹などばかりでなく、公園・広場、樹林地、河川・湖沼までを含みます。 

 

第第１１章章..緑緑のの基基本本計計画画ととはは 

能代市総合計画 

能代市都市計画マスタープラン 

能代都市計画区域マスタープラン 

能代市緑の基本計画 

・・・市の行政全般（生活環境、健康・福祉、教
育・文化、産業・経済、都市基盤）に関わ
る事項についての方針や計画を定めたもの

・・・市のまちづくり（市街地整備、交通体系、
環境、景観、都市防災など）に関わる事項
についての方針などを定めたもの 

・・・まちの緑の環境（自然環境、都市緑化、 
公園・緑地の整備など）に関わる事項に 
ついての方針などを、「都市緑地法」に 
基づき定める。 

■能代市 

環境基本計画 

■能代市 

地域防災計画 

 など 
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（４）緑の機能 

緑は、良好な都市形成のための様々な機能を持っています。ここでは、緑の持つ様々

な機能のうち主なものを整理しました。 

 

 

＜緑の機能＞ 

 

樹木などの緑は、二酸化炭素の吸収、大気の浄化、ヒートアイランド現象等によ

り悪化する都市気象や騒音、振動の緩和等の機能を有しています。また、樹林地や

河川等の水辺地は、生物の生育地・生息地として生態系を構成し、郊外から清涼な

風を都市に送り込む風の道を形成するなど、緑の機能の適切な配置により、人と自

然が共生する都市環境を形成することができます。 

 

 

 

身近な公園や緑地などのオープンスペースは、地域コミュニティの醸成の場、ま

た、環境教育や自然学習、健康づくりや癒しの場など人々の多様なニーズに応える

レクリエーション活動の場として重要な役割を担っています。 

 

 

 

緑は地域の気候や風土に応じて特徴ある多様性を有しています。これらを活かし

て、四季の変化を実感できる生活環境や美しい景観を創出することにより、生活に

ゆとりや潤い、安らぎをもたらすとともに、次世代を担う子供達の感受性を育み、

生活にゆとりと潤いをもたらすことができます。 

また、地域の文化や歴史とも密接に関わっていることから、緑を適切に保全し、

また活かすことにより、個性と魅力ある地域づくりを進めることに寄与します。 

 

 

 

都市の緑は、大地震や大火災などの災害発生時において、人々の避難地や避難路、

火災の延焼防止帯、消防活動やボランティア等の救援活動拠点、復旧活動拠点、仮

設住宅建設地、広域防災拠点など多様な機能を有しています。これらの都市の緑を

適切に確保し、配置することにより都市の安全性や防災性を高めることができます。 

 

 

 

 

 

①環境保全機能（人と自然が共生する都市環境の確保） 

④防災機能（都市の安全性の確保） 

②レクリエーション機能（ライフスタイルの変化に対応した余暇空間の確保） 

③景観形成機能（潤いのある美しい景観の形成） 
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2-1 

 

  

 

 

（１）現況調査 

   「緑の基本計画」を策定する上で、「地域現況調査」「緑地現況・緑化状況調査」を実

施しました。その結果概要を以下に示します。 

 

１．地域現況調査 

①環境保全機能（人と自然が共生する都市環境の確保） 

【緑の分布】 

１級河川の米代川が市域の

中央を東西に流れ日本海へと

注いでいます。下流部には平野

が広がり、それを丘陵地が取り

囲んでいます。 

下流部の能代平野には、農用

地区域が広がり、その他はほと

んど森林地域となっています。  

また、植生は、沿岸部に「ク

ロマツ」、丘陵部は、主に「ス

ギ」「アカマツ」「ブナ」などが

みられます。 

 

【緑に関する法規制】 

沿岸部と丘陵部において、豊

かな自然環境や生態系を維持

する手段である「鳥獣保護区」

や「特別保護地区」及び「休猟

区」等が指定されています。 

 また、その他自然環境等を保

全するための法規制として、能

代平野の「農業振興地域（農用

地区域含む）」や、丘陵部に「地

域森林計画対象民有林」「保安林」 

「自然公園地域（特別地域含む）」等が指定されており、市域の約 70％の緑が法規制により保全

されています。 

 

【都市環境】 

平成 20 年に策定された「能代市環境基本計画」によると、本市の都市環境は、一部の項目で環

境基準値を満たしていませんが、概ね良好な環境を維持しており、また、環境満足度調査結果の

満足度も比較的高くなっています。 

第第２２章章..基基本本理理念念とと基基本本方方針針 

図-農地や保安林などの分布 
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②レクリエーション機能（ライフスタイルに対応した余暇空間の確保） 

【公園・緑地の利用者】 

全国的な傾向と同様に本市においても年少人口・生産年齢人口の減少、老年人口の増加が著し

く、高齢化が進んでいることから、今後、公園・緑地などの施設については、多様な年代の利用

が想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③景観形成機能（潤いや安らぎを与える美しい景観の形成） 

【景観形成】 

 本市は、１級河川の米代川が市域の中央を東西に流れ、日本海へと注いでいます。下流部には

平野が広がり、それを丘陵地が取り囲み、水と緑が豊かな自然景観に覆われています。その豊か

な自然景観に包まれた市街地では、身近な公園等により市民に潤いをもたらすとともに、街路も

積極的に植栽されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2%

14.7%

12.9%

11.9%

11.1%

65.8%

64.3%

61.6%

58.7%

56.3%

17.0%

21.0%

25.4%

29.4%

32.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成2年

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（6,530人） （33,180人） （19,269人）

人口総数

（58,979人）

（11,934人） （45,739人） （11,843人） （69,516人）

（9,972人） （43,584人） （14,260人） （67,816人）

（8,433人） （40,187人） （16,572人） （65,192人）

（7,458人） （36,712人） （18,394人） （62,564人）

図-年齢３区分別人口の推移 出典：各年国勢調査 

周辺の山々 

（きみまち阪県立公園より）

街路景観（国道 7 号） 風の松原 

（でらっとのしろ大百科より） 
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④防災機能（災害防止などの機能による、都市の安全性の確保） 

【防災】 

市内の小・中・高等学校、総合体育館などの計 117 施設の公共施設が避難施設・避難場所とし

て指定され、うち計 29 施設の避難場所が公園・緑地です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表-主な避難施設・場所 

出典：能代市地域防災計画（平成 21 年）

能代地域 

区 分 施設名 

小学校 
渟城西 
旧渟城第二 

他 11 施設

中学校 
能代第一 
能代第二 

他 4施設

高等学校 
能代商業 
能代 

他 3施設

その他の 
公共施設 

総合体育館 
市民体育館 

他 11 施設

ヘリポート 
基地 

落合三面球場 
河川敷グラウンド 

避難場所 

落合三面球場 
市民球場 
能代公園 
向ケ丘街区公園 

他 29 施設

 

二ツ井地域 

区分 施設名 

梅内地区 
田ノ沢生活改善センター 
大畑公民館 

他 6施設

種地区 
外面部落集会所（児童館） 
旧種梅小学校 

他 4施設

荷上場地区 
きみまち子ども園 
荷上場会館 

他 6施設

天神地区 
旧天神小学校 
小繋会館 

他 5施設

飛根地区 
昭和新田部落集会所 
羽立新田部落集会所 

他 11 施設

切石地区 
切石コミュニティセンター 
旧切石保育園 

他 2施設

二ツ井地区 
二ツ井中学校 
薄井集会所 

他 16 施設

仁鮒地区 
杉ホールひびき 
旧仁鮒保育園 

他 6施設

田代地区 
田代上部落集会所 
旧田代小学校 

他 5施設

苅又石地区 苅又石地区集会所 
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２．緑地現況・緑化状況調査 

「一人当たりの都市公園面積」は、6.9m2であり、国の標準面積である 10.0m2を下回りますが、

都市公園と同様に利用されている公園・緑地を含めると 20.5m2となります。 

また、用途地域内における緑化状況は、緑被面積＝1,048.8ha（緑被率 47.1％）であり、国が目

標として掲げている緑被率概ね30％以上を満たしています。 

 

 

 

    

 
  都市公園：国又は地方公共団体が設置する都市計画施設である公園又は緑地。 
  緑被率：対象となる地域の面積に対して、樹木、芝、草花、農作物などの緑で覆われる土地の面積割合で 

自然度を表す指標の一つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

≪参考≫ 

  ■「風の松原」の面積を敷地全体とした場合＝760.0ha 

  ■「きみまち阪公園」の面積を敷地全体とした場合＝599.0ha 

 

 

  

都市公園の供用面積＝40.8ha 

平成 22 年度国勢調査人口＝59,084 人 

⇒一人当たりの「都市公園」面積＝6.9m2（国の標準面積 10m2） 

都市公園＋都市公園と同様に利用されている公園・緑地面積＝121.2ha 

平成 22 年度国勢調査人口＝59,084 人 

⇒一人当たりの「都市公園＋都市公園と同様に利用されている公園・緑地」 

面積＝20.5m2 

表-都市公園と同様に利用されている公園・緑地 

都市公園＋都市公園と同様に利用されている公園・緑地面積＝1447.9ha 

平成 22 年度国勢調査人口＝59,084 人 

⇒一人当たりの「都市公園＋都市公園と同様に利用されている公園・緑地」 

面積＝245.1m2 

表-都市公園 

供用面積（ha）
大町街区公園 0.24
富町街区公園 0.36
富町小街区公園 0.18
明治町街区公園 0.06
川端街区公園 0.41
落合１号街区公園 0.15
柳町街区公園 0.23
出戸町街区公園 0.18
栄町街区公園 0.25
大正町街区公園 0.28
萩の台街区公園 0.29
昭南町街区公園 0.21
大瀬街区公園 0.36
花園街区公園 0.23
出戸小街区公園 0.17
出戸街区公園 0.62
落合２号街区公園 0.25
落合３号街区公園 0.19
落合４号街区公園 0.22
落合５号街区公園 0.32
向ヶ丘街区公園 0.17
井坂街区公園 0.60
中央近隣公園 0.56
落合近隣公園 1.50
赤沼公園 5.33
能代公園 4.90
二ツ井中央公園 4.40
能代河畔公園 9.30
米代川河川緑地 8.80

小計 40.76

公園名 箇所数 供用面積(ha)

風の松原 憩いの広場 1 0.50
水辺の広場 1 0.30
アスレチック広場 1 1.80

桜づつみ公園 1 4.87
薄井河川敷公園 1 1.98

きみまち阪園地 1 28.50
霞台園地 1 1.20

毘沙門憩の森 1 14.00
檜山公園 1 1.43
能代工業団地 2 0.99
大森山緑地 1 3.75
檜山ポケットパーク 1 1.40
中川原地区桜づつみ 1 3.27
萩の台１・２ 2 0.39
開発行為等の緑地 163 12.23
能代エナジアムパーク 1 3.85

180 80.46

きみまち阪県
立自然公園

公園・緑地名

小計
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[能代地域] 用途地域＝2028.00ha 緑被面積＝954.53ha 緑被率＝47.1％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

[二ツ井地域] 用途地域＝198.00ha 緑被面積＝94.25ha 緑被率＝47.6％ 
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満足
15.2%

どちらかとい

えば満足
24.9%

普通
43.4%

どちらかとい

えば不満

8.3%

不満
1.5%

無回答
6.6%

N=1,236

（２）住民意向調査 

   緑の基本計画の策定にあたり、緑に関する住民意向を反映させるため、アンケート調

査を実施しました。 

 

[アンケート概要] 

  ■調査日時：8/23（木）～9/7（金） 

■方法：アンケート票を郵送し、無記名方式での調査を実施 

■調査対象：能代市在住の 18 歳以上から無作為に 3,000 名を抽出 

■設問数：19 項目＋自由回答（次頁参照） 

■回収率：有効回答数 1,236 名／3,000 名配布（41.2％） 

 

[アンケート結果] 

＜緑の現状について＞ 

問１ 能代市の「緑」について満足度を教えてください。 

・満足度は、「満足」「どちらかといえ

ば満足」を合わせると約 40％あり、

一番多い意見は「普通」で約 40％で

す。 

・「どちらかといえば不満」「不満」は、 

約 10％あります。 

・地区別では、能代北東部の満足傾向

が他地区より、若干少なくなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.6%

16.3%

22.9%

19.5%

14.8%

19.0%

28.8%

24.7%

14.3%

27.3%

26.0%

26.4%

46.2%

46.8%

60.0%

44.5%

47.3%

44.2%

8.6%

10.0%

2.9%

7.8%

10.7%

8.6%

1.7%

2.1%

0.0%

0.8%

1.2%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

能代中央

能代北部

能代北東部

能代東部

能代南部

二ツ井

満足 どちらかといえば満足 普通 どちらかといえば不満 不満

N=1,150
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公園や街路樹な

ど市街地の緑が

多いから
31.6%

住宅地などに緑

が多いから
7.2%

山林などの自然

の緑が多いから
49.0%

河川や海岸周辺

などの水辺の緑

が多いから
9.7%

その他
2.0%

無回答
0.5%

N=886

公園や街路樹な

ど市街地の緑が

少ないから
39.0%

住宅地などに緑

が少ないから
32.9%

山林などの自然

の緑が少ないか

ら
7.3%

河川や海岸周辺

などの水辺の緑

が少ないから
9.8%

その他
11.0%

N=164

思う
73.2%

思わない
14.3%

どちらともい

えない
10.0%

無回答
2.5% N=1,223

問２ 能代市は「緑」が豊かなまちだと思いますか。 

・「緑が豊かだと思う」が約 70％以上 

を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【緑が豊かだと思う理由】 

・「山林などの自然の緑が多いか

ら」が一番多く約 50％を占めて

おり、次いで「公園や街路樹な

ど市街地の緑が多いから」が約

30％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【緑が豊かだと思わない理由】 

 ・「公園や街路樹など市街地の

緑が少ないから」が一番多

く約 40％を占めており、次

いで「住宅地などに緑が少

ないから」が約 30％となっ

ている。 
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問３ 能代市の大切な「緑」は、どのような「緑」だと思いますか。 

・〔「風の松原」や「小友沼」などの本市が誇る「緑」〕が一番多く、次いで〔「能代公園」

や「きみまち阪」などの公園の「緑」〕となっています。 

 

 
 

問４ 能代市の「緑」について、以下の項目のそれぞれの印象を教えてください。 

 ・「９．山地や丘陵地の樹林地」については、能代北部、能代北東部、能代東部は「多い」

が一番多く、それ以外の地区は「普通」が一番多くなっています。 

 ・「９以外の項目」については、全地区同じ意見で、「２．アパートなどの集合住宅の緑」

と「３．駅周辺や商店街などの商業地の緑」は「少ない」が一番多く、それ以外の項目

は「普通」が一番多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

451

777

627

554

405

332

159

288

21

30

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

「米代川」などの水辺を活かした、植物や野生小動物の住み家となる

「緑」

「風の松原」や「小友沼」などの本市が誇る「緑」

「能代公園」や「きみまち阪」などの公園の「緑」

郊外に広がる山林などの自然の「緑」

市街地や幹線道路の街路樹などの「緑」

市役所や学校などの公共施設の樹木や花壇などの「緑」

商業施設などの民間施設の樹木や花壇などの「緑」

住宅の生垣や花壇など身のまわりの「緑」

その他

無回答

N=3,644

項 目 
能代 

中央 

能代 

北部 

能代 

北東部

能代 

東部 

能代 

南部 

二ツ井

１．生け垣や庭木などの住宅周辺の緑 普通 普通 普通 普通 普通 普通 

２．アパートなどの集合住宅の緑 少ない 少ない 少ない 少ない 少ない 少ない

３．駅周辺や商店街などの商業地の緑 少ない 少ない 少ない 少ない 少ない 少ない

４．大きな工場のある工業地の緑 普通 普通 普通 普通 普通 普通 

５．学校・市役所などの公共施設の緑 普通 普通 普通 普通 普通 普通 

６．街路樹などの道路の緑 普通 普通 普通 普通 普通 普通 

７．公園や緑地 普通 普通 普通 普通 普通 普通 

８．神社・寺院などの樹林地 普通 普通 普通 普通 普通 普通 

９．山地や丘陵地の樹林地 普通 多い 多い 多い 普通 普通 

10．河川や海浜などの水辺 普通 普通 普通 普通 普通 普通 
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風の松原など

の自然の「緑」
23.4%

米代川などの

水辺の「緑」
5.7%

神社などの樹

林地の「緑」
3.7%

近所の公園や

緑地
16.3%

住宅の庭や花

壇
30.9%

その他
1.1%

特に利用しな

い
17.0%

無回答
1.8% N=1,203

都市環境維

持・改善の役

割
34.7%

健康・レクリ

エーションとし

ての役割
25.5%

防災上の役割
17.8%

景観を形成す

る役割
17.6%

その他
0.9% 無回答

3.5%

N=1,207

利用する

50.9%
利用しない

43.5%

無回答

5.6% N=1,235

問５ 街なかの「緑」などは、多様な機能を有しています。これらの「緑」に、特に期待 

する役割を教えてください。 

・「都市環境維持・改善の役割」への期 

待が約 35％と一番多い。 

・4つの機能とも約 15％以上の期待が 

 ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜緑の利用について＞ 

問１ 日常生活の中で、どのような「緑」を利用しますか。 

・「住宅の庭や花壇」が一番多く、

次いで〔風の松原などの自然の

「緑」〕が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 日常生活の中で、公園を利用しますか。 

・「利用する」が約 50％であり、「利用 

しない」は約 40％となっています。 
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子供を遊ばせ

る
24.0%

散歩の途中、

買い物の途中

などに休憩す

る
21.7%

運動、趣味、レ

クリエーション

などをする
19.6%

自然観察・観

賞など自然と

触れ合う
24.4%

その他
7.6%

無回答
2.7%

N=622

【利用頻度】 

・「月に１回程度利用する」が一番多

く約 40％、次いで「週に１回程度利

用する」が約 20％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公園の種類】 

・〔「能代公園」や「きみまち阪」など

の自然がたくさんある公園〕が一番

多く、次いで「ブランコなどの遊具

が設置されている身近な公園」が多

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【利用目的】 

・どの項目も同程度の割合となっています。 

 

  

ほぼ毎日利

用する
3.2%

週に３回以

上利用する
4.8%

週に１回程

度利用する
20.1%

月に１回程

度利用する
42.9%

その他
28.1%

無回答
1.0%

N=627

自然がたくさん

ある公園
33.2%

比較的大きな

公園
14.6%

身近な公園
24.9%

小規模な緑地
19.3%

その他
5.1%

無回答
2.9% N=623
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満足
2.5%

どちらかと

いえば満

足
12.0%

普通
48.2%

どちらかと

いえば不

満
22.0%

不満
6.9% 無回答

8.3%

N=1,225

問３ 能代市の公園について満足度を教えてください。 

・「満足」「どちらかといえば満足」は

約 15％で、一番多い意見は「普通」

で約 50％です。「どちらかといえば不

満」「不満」は約 30％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 問２でご回答いただいた公園を利用する上で、さらに必要と考えることを教えてくだ

さい。 

・「休憩できる設備（ベンチ、日陰等）」が一番多くなっており、次いで「安全で多機能な

トイレ」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

150

252

283

597

458

278

186

132

355

119

349

387

46

55

221

0 100 200 300 400 500 600 700

バリアフリー化

遊具の充実

緑（芝生・花壇等）の充実

休憩できる設備（ベンチ、日陰等）

安全で多機能なトイレ

防犯上の整備（死角をなくす等）

多目的広場（球技やイベント等）

生物が生息できる空間（池や樹林地等）

適切な管理・運営（樹木の手入れ等）

ペットと入れる空間

利用者のマナーへの対策（不法投棄等）

駐車場・駐輪場の整備

その他

特にない

無回答

N=3,868
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587

360

110

473

41

138

77

0 200 400 600 800

身近な場所（庭・ベランダ・屋上等）の緑化活動を行う

「緑」に関するイベントなどの市民活動を行う

「緑」に関する募金活動を行う

公園等の清掃や維持管理を地域の住民等で行う

その他

特にない

無回答

N=1,786

＜今後の緑について＞ 

問１ 「緑」を守るために、必要と考える「市」の取り組みを教えてください。 

・「学校での環境教育や緑化活動の支援」が一番多く、次いで「市民に花や苗木の無料配布」

が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 「緑」を守るために、必要と考える「市民や企業」の取り組みを教えてください。 

・「身近な場所（庭・ベランダ・屋上等）の緑化活動を行う」が一番多く、次いで「公園等

の清掃や維持管理を地域の住民等で行う」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

270

340

518

169

271

127

131

360

284

156

43

123

82

0 100 200 300 400 500 600

緑への関心を高めるための緑化・園芸講習会の開催

緑化フェアなどの緑化イベントの開催

学校での環境教育や緑化活動の支援

緑化技術や緑化制度などに関する情報の提供

「緑」に関するボランティア活動の情報発信や支援事業

緑の専門家に質問や相談できる窓口の設置

優れた緑化などに対する表彰

市民に花や苗木の無料配布（イベント時や結婚等記念樹用苗

木）

市民が行う緑化活動（生垣の整備等）費用の助成

個人や事業者に対する緑化推進及び緑地保全に関するルール

づくり（条例など）

その他

特にない

無回答

N=2,874



2-13 

 

積極的に参

加したい
4.4%

参加してもよ

い
46.8%

参加したく

ない

8.2%

その他
5.2%

わからない

29.9%

無回答
5.6%

N=1,235

問３ 「緑」を守るために、どのような規制が必要だと考えますか。 

・「規制が必要」と答えている人は、全体の約 80％います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 今後、「緑」のまちづくりを進める際に、計画の策定や「緑」のまちづくり活動などに

参加したいと思いますか。 

・「参加してもよい」が一番多く約 

50％、次いで「わからない」が約 

30％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

215

409

404

220

43

211

90

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

宅地化などの土地利用転換の規制・制限

樹木の伐採制限（保存樹の指定）

「緑」を残す地区の指定

規制や制限をかける必要はない

その他

わからない

無回答

N=1,592
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問５ 「緑」のまちづくり活動に参加するために必要なことを教えてください。 

・「活動のための時間や期間を自由に選べること」が一番多く、次いで「活動に関する情報

が得られること」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 次のような「緑」のまちづくり活動が行われた場合、参加したいと思いますか。 

・「苗木や花の配布を受けるなどして、それを自宅に植える」が一番多く、次いで「地域や

職場での花壇づくりや植樹、プランターの設置などを行う」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

595

263

305

387

420

293

399

349

389

16

92

59

0 200 400 600 800

活動のための時間や期間を自由に選べること

活動の拠点となる施設があること

活動に対する資金的な支援があること

活動に必要な道具の提供があること

活動に関する情報が得られること

活動に必要な知識や技術を習得する機会があること

同じ目的を持った仲間や一緒に活動する知人がいること

参加を呼びかける団体や世話役がいること

助言や指導を行う専門家や地域のリーダーがいること

その他

特に必要なことはない

無回答

N=3,567

605

199

388

117

217

56

142

91

236

38

144

67

0 100 200 300 400 500 600 700

苗木や花の配布を受けるなどして、それを自宅に植える

苗木や花の配布などの活動にボランティアとして参加する

地域や職場での花壇づくりや植樹、プランターの設置などを行う

山林の下草刈りなどの活動にボランティアとして参加する

緑化まつりや記念植樹などの行事に参加する

生け垣や花壇づくりなどのコンクールに参加する

公共施設の花壇づくりや樹木の管理を行う活動に参加する

緑化のための募金活動に参加する

緑化について関心を深めたり知識を得るため、講習会などに参加する

その他

このような活動に参加・実践したいとは思わない

無回答

N=2,300
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（３）分析と課題 

   前述した「現況調査」「住民意向調査」結果に基づき、「上位計画」を踏まえ、緑が持

つ 4 つの機能毎に本市の緑を「分析」し、その「分析」から導き出される本市の緑に関

する「課題」を整理しました。 

 

 ①環境保全機能（人と自然が共生する都市環境の確保） 

 【「緑の分布」の分析】 

「都市計画マスタープラン」では、「豊かな自然と共生するまち」を基本理念として掲げて

おります。本市の緑は、「米代川」「下流部の平野」「周辺を取り囲む丘陵」の３つの要素によ

り形成されており、これらの要素を豊かで優れた価値を有するものと捉えています。 

 

 【課題①】 

「米代川」や「下流部の平野」「周辺を取り囲む丘陵」など本市の緑を形成する資源を大切に

することが必要です。 

 

 

 【「緑に関する法規制」の分析】 

「都市計画マスタープラン」では、整備方針として「市街地エリア外については、新たな開

発を極力抑制し、環境保全に努める」や「現状の都市計画区域を維持し、農地や森林を保全する」

ことを掲げています。本市では、法規制により市域の約 70％の緑が保全され、自然環境や生

態系が維持されており、市民の約 80％が「緑を保全するための規制」が必要と考えています。 

 

 【課題②】 

法規制による緑の保全を継続し、自然環境や生態系を維持することが必要です。 

 

 

 【「都市環境」の分析】 

「環境基本計画」では、環境施策の展開方向として「優れた地域環境の保全」や「生態系

の保全」を掲げており、市民の都市環境に対する満足度も高くなっています。また、住民意

向調査結果では、約 70％以上の市民が緑は豊かだと感じており、市民の緑の持つ機能に対す

る「都市環境維持・改善の役割」への期待も高くなっています。 

 

 【課題③】 

都市環境を維持するため、今後も現在ある緑を維持することが必要です。 
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 【「緑地・緑化」の分析】 

用途地域内における緑被率は、47.1％であり、国が目標として掲げている緑被率概ね 30％

以上を満たしています。しかし、住民意向調査結果より、市民は、「アパートなどの集合住宅

の緑」や「駅周辺や商店街などの商業地の緑」が少ないと感じています。 

 

 【課題④】 

   身近な緑が感じられるように街なかの緑の充実が必要です。 

 

 

 ②レクリエーション機能（ライフスタイルに対応した余暇空間の確保） 

 【「公園・緑地の利用者」の分析】 

「都市計画マスタープラン」では、整備方針として「高齢化に向け、バリアフリー化に対

応した施設機能の向上に努める」ことを掲げています。現況調査の結果、少子高齢化社会に

よる公園利用の多目的化が進んでいます。 

 

 【課題⑤】 

少子高齢化など社会の変化に対応した誰もが利用しやすい公園づくりが必要です。 

 

 【「公園・緑地」の分析】 

一人当たりの都市公園面積は、都市公園と同様に利用されている公園・緑地を含めると

20.5m2 であり、国の標準面積を大きく上回りますが、住民意向調査結果では、既存の公園に

対して、特に「休憩できる設備（ベンチ、日陰等）」や「安全で多機能なトイレ」の要望が強

いです。 

 

 【課題⑥】 

既存の公園・緑地を有効活用するため、施設等の充実により「質」の向上が必要です。 

 

 【「市民活動」の分析】 

「総合計画」の政策推進に向けた重点指針として、「市民の活動意欲が具体的な動きに結び

つくよう努めるとともに、多様な主体が連携して、実行段階での効果を高め、市民の活動を

地域の力につなげる」ことを掲げ、また、「都市計画マスタープラン」や「環境基本計画」に

おいても、「市民、団体、事業者、市などの主体的な活動と協働により、計画の実現・推進を

目指す」ことを掲げています。 

住民意向調査結果より、市民の緑化活動への参加意欲は高いことから、手軽に緑化活動を

行える施策により市民の緑のまちづくりへの参加も期待できます。 

 

 【課題⑦】 

市民の緑に対する意識の高揚を図ることが必要です。 

 【課題⑧】 

市民・企業・行政が連携・協働した緑のまちづくりの推進が必要です。 
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 ③景観形成機能（潤いや安らぎを与える美しい景観の形成） 

 【「景観形成」の分析】 

「都市計画マスタープラン」では、整備方針として「本市固有の豊かな自然環境・景観の

維持・保全を図る」ことを掲げています。「風の松原」や「きみまち阪県立自然公園」などの

豊かな自然は本市の景観的な魅力を高め、能代らしさを形成しています。 

 

 【課題⑨】 

様々な緑が織りなす能代らしい景観を維持・形成するため、周辺の自然景観の保全が必要

です。 

 

 

 ④防災機能（災害防止などの機能による、都市の安全性の確保） 

 【「防災」の分析】 

各種公園等が避難場所として位置づけられています。また、近年の防災意識の高まりを受

け、避難場所や災害防止等の緑が持つ防災機能のための緑の位置、機能、種類、規模等を再

検討する必要があります。 

 

 【課題⑩】 

一定の規模を持つ「都市の緑」については、災害の種類に応じた避難施設・避難場所とし

ての位置、機能、種類、規模等の検討が必要です。 
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（４）基本理念 

緑に関する考え方について、「能代市総合計画」や「能代市都市計画マスタープラン」、「能

代市環境基本計画」などの上位計画を以下のとおり整理します。 

 

 ＜能代市総合計画＞ 

  基本目標＝元気とうるおいのまち 
 
  政  策＝自然と共生し地域で支える環境保全 
 

基本構想で目指す姿や状態＝ 

■自然と親しみ、自然を通して人がふれあい、地域の財産として保全と活用ができること。 

■環境問題に対して適正に対処し、良好な環境を保全できること。 

■身近な環境や自然、エネルギーに関する理解が深まり、地域ぐるみの環境活動につながること。 
 

基本目標＝安全と安心のまち 
 

政  策＝快適で暮らしやすい住環境 
 

基本構想で目指す姿や状態＝ 

■安らぎのある憩いの場として、公園や広場などを安心して利用できること。 
 

政策推進に向けた重点指針＝市民の活動意欲が具体的な動きに結びつくよう努めるとともに、多

様な主体が連携して、実行段階での効果を高め、市民の活動を地域

の力につなげます。 

＜能代市都市計画マスタープラン＞ 

  基本理念＝豊かな自然と共生するまち 
 
  将 来 像＝田園や山々などの自然は、市民が都市生活を営む上で欠くことのできないものと

して保全・活用し、緑豊かな都市の形成を目指します。 
 
  整備方針＝■市街地エリア外については、新たな開発を極力抑制し、環境保全に努めます。 

■現状の都市計画区域を維持し、農地や森林を保全します。 

■農地や森林の維持・保全に努め、農林業や木材産業の振興を図ります。 

■都市公園のほか、自然公園や緑地の保全・活用を図ります。 

■身近な憩いの空間である公園等の環境美化・維持管理の充実を図ります。 

■能代河畔公園の計画を見直し、早期完了を目指します。 

■本市固有の豊かな自然環境・景観の維持・保全を図ります。 

■本市固有の自然的環境・景観を活用した観光振興を図ります。 
 
  実現・推進の基本的考え＝市民、団体、事業者、行政などの主体的な活動と協働により、その

実現・推進を目指していきます。 

 ＜能代市環境基本計画＞ 
  環 境 像＝豊かな自然と共生し、安全で安心して住める環境のまち のしろ 
 
  目 標 像＝貴重な自然を残せるまち 
 
  環境施設の基本的方向＝貴重な自然環境を次世代に引き継ぎます。 
             身近な自然環境の保全に努めます。 
             農林業と環境の調和を図ります。 
 
  環境施策の展開方向＝■優れた地域環境の保全 
            ■生態系の保全 
            ■水辺の保全と活用 
            ■景観の保全と緑化の推進 
            ■農地の保全と活用 
            ■森林の保全と活用 

 
  計画の実現に向けて＝環境のまちづくりを推進するためには、市民、事業者、行政が各々の役割 

に基づいて協力・連携することが必要です。 
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   上述した３つの上位計画において、総合計画では、本市の自然を「地域の財産」として捉

え、また都市計画マスタープランでも「自然は、都市生活を営む上で欠くことのできないも

の」としており、本市の「緑」はとても価値のあるものです。そして、環境基本計画では「貴

重な自然環境を次世代に引き継ぐ」ことを掲げております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
≪基本理念≫ 

緑の価値に気づき、守り、活かす 

気づく 

守 る 活かす 

緑の価値

緑の価値を【守る】 

本市は、米代川や周辺を取り囲む丘陵など市民の心のよりどころとなる豊かな緑に囲ま

れています。この貴重な緑の価値を「守り」、より良い自然環境として次の世代に引き継

いでいくことが望まれます。 

緑の価値に【気づく】 

本市は、身近な公園や緑地のほか、米代川や周辺を取り囲む丘陵など豊かな水や緑で溢

れており、これらは、そこで暮らす市民にとっては、日常的なものとなっています。この

貴重な緑の価値に「気づき」、今後も緑を大切にすることが望まれます。 

緑の価値を【活かす】 

本市には、身近な自然に親しむ公園・緑地として、街なかにある公園や緑地のほか、そ

の周辺に風の松原やきみまち阪県立自然公園などがあります。この貴重な緑の価値を「活

かし」、市民が潤いややすらぎを感じられることが望まれます。 
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（５）基本方針 

基本理念に基づき、これからの緑のまちづくりにおける基本方針を次のように設定します。 

 

 

 

 

本市は、本市の中心を東西に流れる米代川や周辺を取り囲む丘陵など、市民の心のよりど

ころとなる豊かな緑に囲まれています。 

これらの緑は、人々に潤いや安らぎ与えるだけでなく、様々な生物の生育・生息の場とし

てその生態系を守るなど、様々な機能を担っています。 

この価値ある緑の維持・保全を図り、次世代に引き継ぐべき財産として、豊かな自然の営

みを感じながら生活できる街の形成を目指します。 

 

 

 

 

本市では、市街地において多くの都市機能の集積が進み、生活の豊かさや利便性は大きく

向上しています。しかしその一方で、住民意向調査では、街なかの緑が少ないと感じている

市民もいます。また、都市の緑は、避難場所や災害防止などの役割も求められています。 

このため、都市機能の整備と自然環境との調和を図りながら、街なかの緑化を進めること

により、市民が潤いや安らぎを感じられるとともに、身近な自然を親しむ公園や緑地は、市

民の交流の場や健康づくりの場として活用し、心が和むまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

多様な機能を持つ緑を維持し、活用していくためには、行政だけでなく、市民や、事業者、

NPO など、様々な個人・団体が連携し、協働することが必要です。これからの緑のまちづく

りについては、行政・市民・事業者、NPO などの連携・協働を一層深めるとともに、市民一

人一人が緑の担い手となり、それぞれの役割分担を明確にし、協力し合いながら、取り組み

を進めることが重要です。 

このため、行政・市民・事業者などが連携と協働を深める取り組みを進め、みんなで育む

ことのできる緑のまちづくりを目指します。 

 

 

  

方針１ 緑を守り、未来につなぐまちづくり     

方針２ 緑が溢れ、心が和むまちづくり       

方針３ みんなで育む、緑のまちづくり       
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（６）緑の目標設定 

 

  本市の「市民一人当たりの都市公園面積」は 6.9 ㎡ですが、都市公園と同様に利用されてい

る公園・緑地を含めると 20.5m2となり、国の標準面積である 10.0m2を大きく上回ります。 

また、都市機能の集積を推進する用途地域内の緑被率は 47.1％であり、これも国が目標とし

て掲げている緑被率概ね 30％以上を大きく上回ることから、本市は、緑が豊かなまちであるこ

とが伺えます。 

そして、住民意向調査結果においても、約 70％以上の市民が緑は豊かだと感じていることか

ら、現在整備予定となっている都市公園の未整備部分の面積を考慮し、以下のとおり目標を設

定します。 

 

 

○市民一人当たりの都市公園面積は、７㎡以上とし、都市公園のほか、都市公園と同様に 

利用されている公園・緑地を含めた面積を市民一人当たり２０㎡以上とすることを目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「能代河畔公園」については、能代市公共事業再評価審議委員会から、事業化していない部

分の 4.3ha を面積縮小し、現在の事業認可区域である 10.5ha を早期に整備するよう具申されて

います。また、能代市都市計画マスタープランにおいても、全体計画面積を縮小し早期完了を

目指すことを掲げています。よって、「能代市公共事業再評価審議委員会からの具申」や「都市

計画マスタープラン」を踏まえ、「能代河畔公園」を 10.5ha へ面積縮小した場合、未整備面積

は 1.2ha となります。 

 

 

 

 

 

 

  

公園名
現在の

都市計画
決定面積

変更後の
都市計画
決定面積

供用面積 未整備面積

能代河畔公園 14.80ha 10.50ha 9.30ha 1.20ha

公園名
都市計画
決定面積

供用面積 未整備面積

中央近隣公園 1.00ha 0.56ha 0.44ha

能代河畔公園 14.80ha 9.30ha 5.50ha

≪参考：都市計画公園の未整備状況≫ 

≪参考：能代河畔公園の面積内訳≫ 
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 ・「中央近隣公園」と「能代河畔公園」の未整備面積を整備した場合の都市公園面積 

 

 

 

 

 

 ・同じく都市公園＋都市公園と同様に利用されている公園・緑地の面積 

 

 

 

 

 

 

 

【緑の目標の留意点】 

  本市においては、「市民一人当たりの都市公園等の面積」や「用途地域における緑被率」は、

国の基準を大きく上回ります。また、本市を緑が豊かなまちだと思う市民の割合は約 70％以

上を占めています。その一方で、市民の緑についての満足度が約 40％であることや、市民が

集合住宅や商業地の緑が少ないと感じているという課題もあります。 

  こうした課題に対応しながら、現在ある緑をよりよい状態に維持・管理していくことは行政

のみでできることではなく、市民や事業者、NPO など様々な主体が連携して取り組んでいかな

ければなりません。 

  ここに掲げた緑の目標は、単に面積的に整備する目標ではなく、その内容として、多くの市

民や事業者や団体などが連携し、地域の緑の保全や維持・管理に取り組んでいくことを含んだ

ものとして設定しています。 

 

 

 

 

都市公園の供用面積＝42.4ha 

平成 22 年度国勢調査人口＝59,084 人 

⇒一人当たりの「都市公園」面積＝7.2m2（国の標準面積 10m2） 

都市公園＋都市公園と同様に利用されている公園・緑地面積＝122.8ha 

平成 22 年度国勢調査人口＝59,084 人 

⇒一人当たりの「都市公園＋都市公園と同様に利用されている公園・緑地」 

面積＝20.8m2 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第第３３章章．．緑緑地地のの保保全全及及びび緑緑化化

のの推推進進ののたためめのの施施策策  
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（１）緑地の保全及び緑化の推進のための施策 

計画の実現を目指し、緑の価値に気づき、守り、活かすための施策を、3つの基本方針に

基づき次のように整理します。 

 

 

 

 

【森林の保全】 

丘陵部に分布する森林は、「水資源のかん養」「土砂災害防止」「生態系の維持・保全」の機

能をもっているほか、秋田杉に代表される木材生産やバイオマスの生産、観光資源など多面

的機能をもっています。また、周辺を取り囲む丘陵は、市民の心のよりどころとなり、能代

らしい景観を形成しています。 

この森林の多くは、「自然公園」や「保安林」、「地域森林計画対象民有林」の指定や「国有

林」としての管理を受けており、開発が規制されています。 

そのため、これらの既存の法指定を継続し、価値ある地域の財産として活用を図ります。 

 

 

【水辺の保全】 

米代川の水辺空間などにはヤナギ類などか

らなる河畔林やヨシなどの抽水植物群落など

が植生し、良好な景観を形成するとともに、

多くの野生生物の生息地となっています。 

また、水辺空間は、緑地や運動広場として

活用されているほか、桜並木の整備やウォー

キングコースとして利用されるなど、市民の

生活に密接に関連した空間となっています。 

一方で、平成 19 年に豪雨災害が発生するなど、今後も河川整備を推進する必要があります。 

そのため、既存の法指定の継続により自然環境や景観を保全し、水辺空間を適正に維持・

管理しながら、必要な河川整備を進め、ゆとりや安らぎのある水辺空間の形成に努めます。 

第第３３章章..緑緑地地のの保保全全及及びび緑緑化化のの推推進進ののたためめのの施施策策 

方針１ 緑を守り、未来につなぐまちづくり 

七座山 

米代川 

きみまち阪県立自然公園 
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 【農地の保全】 

用途地域外にある農地は、農業振興地域

整備計画に基づき「農用地区域」の指定を

受けており、開発が規制されています。そ

のため、これらの既存の法指定の継続を図

り、農地の保全に努めます。 

また、高齢化や後継者不足などにより、

農地を管理する農業従事者の減少が続い

ていることから、認定農業者や集落営農組

織を中心として担い手育成を推進します。 

 

 

【貴重な樹林・樹木の保全】 

市内には、「日本一高い天然秋田杉」や「五輪
ご り ん

台
だい

のイ

チョウ」をはじめ、銀杏山神社の「いちょう」や水沢

の「アキタスギ天然林」、檜山神社の「古四王神社の杉」

など、貴重な樹林や樹木があります。 

これらの樹林や樹木は文化財の指定を受け、適切な

管理が行われています。 

そのため、これらの既存の法指定の継続を図り、貴

重な樹林・樹木の保全に努めます。 

また、灌漑
かんがい

用ため池として整備された小友沼は、水

草などの沈水・浮葉植物が生育し、周辺丘陵の山林と

一体となった自然環境を形成しており、渡り鳥の中継

地として多くの野鳥が渡来することから、国際的に重

要であることが認められ、平成 11 年に東アジア地域ガ

ンカモ類重要生息地ネットワークに登録され

ました。 

そのため、現在指定されている鳥獣保護区

の継続を図るとともに、能代市環境基本計画

に基づき、次世代に引き継ぐための現地調査

や啓発活動などを推進します。 

 

  

日本一高い天然秋田杉 

小友沼 

広大な農地 
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【風の松原】 

風の松原は、厳しい海風による飛砂を防ぐために江戸時代から植栽されてきたものであり、

その規模や良好な景観から、「21 世紀に残したい日本の自然 100 選」など６つの 100 選に選

ばれるなど高い評価を受けています。 

また、憩いの広場や散策路などが整備され、イベントが開催されるなど、多くの市民に親

しまれています。 

風の松原は「保安林」として保全されていますが、松くい虫の被害や不法投棄が発生し、

深刻な問題となっています。そのため、松くい虫予防剤の樹幹注入作業のほか、各種団体に

よる風の松原の案内や清掃等のボランティア活動が行われており、引き続き、松くい虫に対

する薬剤散布や伐採駆除、不法投棄防止のための対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

風の松原（憩いの広場） 風の松原（水辺の広場） 

風の松原（全景） 
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 【公園・緑地の利用者満足度向上】 

能代市は、昭和 40 年代から順次都市公園の整備を進めてきました。近年の少子・高齢化社

会の到来など社会の変化に対応した施設等の充実により、「質」の向上を図り、既存の公園を

有効活用します。 

そのため、既存の公園に対して、高齢者の利用にも対応した健康遊具の導入や誰もが安全・

安心に公園を利用できるユニバーサルデザインの導入など、市民意向を踏まえながら、公園

利用者の満足度を高め、交流や健康づくりの場となる公園施設の整備を引き続き推進します。 

また、公園愛護会などの地域住民の参画を得ながら、公園施設の老朽化点検や除草・剪定・

清掃等の実施などの維持管理活動を実施していきます。 

 

 

 

 【公園・緑地の防災性向上】 

29 箇所の公園・緑地が災害時の避難施設・避難場所として指定されていますが、近年の防

災意識の高まりを受けて、市域全体の避難施設・避難場所を再検討する必要があります。 

災害の種類に応じた避難施設・避難場所としての位置、機能、種類、規模等の検討を行っ

ていきます。 

 

 

 【公共施設の緑化】 

公共施設は、多くの市民が集まり、利用す

る施設であり、多くは市街地に立地していま

す。 

そのため、市民が潤いや安らぎを感じられ

る空間づくりを進めるため、緑化推進の中心

的役割を担う施設として位置づけ、市が管理

する公共施設など、緑化の推進と適切な維持

管理を図ります。 

 

  

方針２ 緑が溢れ、心が和むまちづくり 

中央近隣公園（ケヤキ公園） 

文化会館 

能代公園 
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 【民間施設の緑化】 

住民意向調査結果より、市民は「アパートなどの集合住宅の緑」や「駅周辺や商店街など

の商業地の緑」が少ないと感じている一方で、「苗木や花の配布を受け自宅に植える」や「地

域や職場での花壇づくりやプランターの設置」などの緑化活動への参加意欲は高いことから、

市街地にある、住宅の鉢植えやプランター、商店街や企業などの民間施設に設置された花壇

による緑化など、市民が参加しやすい緑化活動や啓発方法について検討します。 

 

 

 【道路の緑化】 

本市では、国道 7 号においては、黒松の剪定などボランティア活動が行われています。ま

た、沿道に暮らす市民や企業による花壇の植栽・管理や歩道清掃などの道路愛護活動に対す

る表彰式も行われています。他の路線においても、市民による沿道への草花の植栽やプラン

ターの設置が行われています。 

こうした取り組みがさらに広がっていくよう、市民や事業者等との連携による緑化の推進

を図るとともに、既存の街路樹などの植栽についても適切な維持管理を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市道の街路樹 国道 7 号の花壇 
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 【環境教育や緑化活動の支援】 

国道 7号においては、沿道に植樹されている

黒松を管理しているボランティア団体が講師

を務め、児童が黒松の手入れ作業の見学や実際

に剪定するなど体験活動が行われています。ま

た、住民意向調査結果では、市民が望む市の取

組みは、「学校での環境教育や緑化活動の支援」

が最も多くなっています。 

本市では自然環境学習として、各種市民講座

が開催されているほか、市内の小中学校では、

社会科や理科などの時間や「総合的な学習の時 

間」を活用した体験型の環境教育が展開されており、これらの環境学習プログラムの実施を

推進します。また、自然保護や清掃・美化など様々な団体が緑に関する活動を行っており、

今後も全市的な取り組みとして、学校での環境教育や緑化活動を支援します。 

 

 

 【緑化意識の高揚】 

   本市においては毎年、能代市国土緑化推進委員会の主

催による能代市植樹祭が開催されており、多くの地域住

民や関係者が参加して植樹が行われています。 

   住民意向調査結果では、市民が望む市の取組みは、「市

民に花や苗木の無料配布」や「緑化フェアなどの緑化イ

ベントの開催」などが多くの意見を占めています。 

   そのため、今後も植樹祭を継続するとともに、「花や苗

木の無料配布」や「緑化イベントの開催」等について検

討し、緑に対する市民等の意識の高揚を図ります。 

 

 

 

 

 

 

   

方針３ みんなで育む、緑のまちづくり 

植樹祭 

黒松友の会の活動（国道 7 号） 




